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船舶事故調査報告書 

 

                              令和４年１月２６日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

                         委   員  田 村 兼 吉 

                         委   員   岡 本 満喜子 

 

事故種類 乗組員死亡 

発生日時 令和２年１１月１１日 ０２時２０分ごろ 

発生場所 千葉県千葉港葛南区船橋中央ふ頭北岸壁東方沖 

潮見四等三角点から真方位０５０°１,１５０ｍ付近 

（概位 北緯３５°４０.８′ 東経１３９°５８.７′） 

事故の概要  貨物船白梅
しらうめ

丸は、夜間接岸作業中、乗組員１人が落水して溺死し

た。 

事故調査の経過  令和３年２月２４日、本事故の調査を担当する主管調査官（横浜事

務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

貨物船 白梅丸、３３９トン 

 １４２９３９、株式会社八重垣船舶（Ａ社） 

 ６６.２０ｍ×１０.５０ｍ×６.００ｍ、鋼 

 ディーゼル機関、７３５kＷ、平成２９年３月 

 乗組員等に関する情報 船長 ５９歳 

五級海技士（航海） 

免 許 年 月 日 平成７年７月６日 

免 状 交 付 年 月 日 令和２年４月２０日 

免状有効期間満了日 令和７年７月６日 

航海士Ａ ２３歳 

 四級海技士（航海） 

免 許 年 月 日 平成２７年１１月２７日 

免 状 交 付 年 月 日 令和２年１０月１６日 

免状有効期間満了日 令和７年１１月２６日 

機関長 ２２歳 

 六級海技士（機関） 

免 許 年 月 日 令和元年１２月６日 

免 状 交 付 年 月 日 令和元年１２月６日 

免状有効期間満了日 令和６年１２月５日 

 死傷者等 死亡 １人（航海士Ａ） 

 損傷 なし 
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 気象・海象 

 

気象：天気 晴れ、風向 北、風力 １、視界 良好 

海象：波高０.３ｍ 

 事故の経過 本船は、船長ほか５人が乗り組み、化学肥料等を積載して令和２年

１１月９日１４時００分ごろ愛媛県新居浜港を出港し、船橋中央ふ頭

（以下、「本件ふ頭」という。）に向かった。 

船長は、１１日０２時００分ごろ本船が千葉港の南方に至ったとこ

ろで、乗組員に指示して接舷の目的で船橋前の左右舷作業灯を点灯し

て前部及び後部の係船機を起動する等の準備作業を行わせ、引き続い

て０２時１０分ごろから、航海途上で付着した塩分等の清掃作業を行

わせた。（図１参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

船長は、船橋で操船に当たりながら、航海士Ａが船倉ハッチ上部を

船首側から順次船尾方向に向かって清掃しているのを見ていた。 

船長は、０２時２０分ごろ、本船が同ふ頭の東方に至り、別の航海

士（以下「航海士Ｂ」という。）から「接岸岸壁端との距離５０ｍ」

となった旨のトランシーバーによる報告を合図に、清掃作業を終了

し、乗組員を接岸作業の配置につかせた。 

船長は、０２時２３分ごろには、船倉ハッチ上部から航海士Ａの姿

が見えなくなったことに気づいたものの、陸上側係留索作業に備え舷

門付近に移動したものと思っていた。 

機関長は、船長の指示を受け第一甲板右舷の清掃を終了し、第一甲

板を右舷から後部側に回って陸上側係留索作業に備え船橋左舷後部側

に移動して待機した。 

機関長は、船橋の左舷最前部付近にある真水栓につないだ甲板清掃

用のホースから、水が流れ出たままになっているのを認め、真水栓を

止めた。 

機関長は、０２時２９分ごろ、接岸直前になっても航海士Ａが後部

甲板及び舷門付近に見当たらなかったので、前部甲板で作業支援に当

たっているのだろうと思い、前部甲板に移動し、航海士Ｂに航海士Ａ

の所在を問い合わせたが分からず、行き違いで後部甲板で作業に当た

航海士Ｂ 

（第一甲板左舷） 

航海士Ｃ 

（ボート甲板） 

 

機関長 

（第一甲板右舷） 

船首 船尾 

船長 

（船橋） 

航海士Ａ 

（船倉ハッチ） 

左舷舷門 

右舷舷門 

図１ 着岸前清掃時の乗組員の配置 

係船機 
係船機 



- 3 - 

っているか又はトイレに行っているのかもしれないと思い、舷門付近

に戻った。 

機関長は、航海士Ａと分担して岸壁側で係留索を取る作業に当たる

予定であったが、航海士Ａが見当たらなかったので、１人で同作業に

当たった。 

本船は、０２時３０分ごろ前部の係留索を、引き続いて後部の係留

索を取り、０２時３５分ごろ定位置に係船を終了した。（図２参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

機関長は、係留索を取る作業終了後、船橋左舷側の入り口から室内

及びトイレを確認したが航海士Ａが見当たらず、船橋で係留作業後の

書類整理に当たっていた船長に、航海士Ａが所在不明であることを報

告した。 

機関長からの報告を受けた船長は、直ちに総員による捜索を指示

し、本船の船内外、岸壁及び付近海面を捜索したが航海士Ａを発見で

きず、海上保安庁に通報し、約１時間後に到着した海上保安官に捜索

願を提出した。 

 航海士Ａは、１１月１８日、本件ふ頭北岸壁の東側前面の海上で、

漂っているところを発見され、救助されるも死亡が確認された後、搬

送された病院において司法解剖の結果、溺水と検案され、２７日に本

人であることが確認された。 

（付図１ 事故発生経過概略図、写真１ 本船、写真２ 船橋（操船

位置）から舷門の見え具合、写真３ 舷門とハッチの位置関係、写真

４ ハッチ高さ 参照） 

 その他の事項 本船は、本事故後、左舷舷門に張り合わせる３本のハンドレールの

うち、最上部の１本のチェーンフックが破損しているのが判明した。 

船長を含む乗組員は、落水音等の異音を聞いていなかった。 

船長、機関長によれば、航海士Ａには悩んでいる様子や健康上の問

題があるようには見えず、当日も普段と変わらない様子であった。 

航海士Ｂ 

（船首側係船機操作） 
航海士Ｃ 

（船尾側係船機操作） 

船首 

船尾 
船長 

（操船） 

左舷舷門 

右舷舷門 

図２ 着岸作業時の配置 

機関長、航海士Ａ 

（陸上側係留索作業） 岸 壁 

船橋 
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航海士Ａは、救命胴衣を使用せず、作業服上下に安全帽及び安全靴

を着用していた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

不明 

なし 

なし 

航海士Ａの死因は、溺水であり、死亡推定時刻は、１１日０２時２

０分ごろであった。 

航海士Ａは、船倉ハッチ上部の清掃を行う姿を船長に目撃されてい

ること、接岸作業前に舷門付近で待機していた機関長に目撃されてい

ないことから、接岸作業のための配置に移動を始めたころから、機関

長が航海士Ａの所在を確認しようと前部甲板へ行ったころまでの間に

落水した可能性があると考えられる。 

航海士Ａは、船橋左舷前部付近の真水栓につないだホースから水が

流れ出たままになっていたこと、及び舷門に張り合わせていた安全用

チェーンの１本が、チェーンフック部が破損していた状況から、船倉

ハッチ上部の清掃を終え、使用していた真水ホースの元栓を締めよう

として同ハッチ上部から第一甲板左舷（舷門付近）に移動した際、舷

門から落水した可能性があると考えられる。 

原因 本事故は、夜間、本件ふ頭北岸壁において、本船が接岸作業中、航

海士Ａが落水して溺水したことにより発生したものと考えられる。 

再発防止策 Ａ社は、本事故後、入港前作業の要領について以下のとおり定め、

乗組員に徹底した。 

・出入港作業及びその準備作業の際には、別作業を重複実施しな

い。 

・航海途上で付着した塩分等の清掃作業は、単独作業と位置づけ重

複した作業は行わない。また当該作業を実施する場合は、２人以

上で作業する。 

・接岸作業時の陸上側綱取り作業は、必ず陸上支援員を要請する。 

・出入港作業中は救命胴衣を確実に着用する。 

・本事案を教訓として危険予知訓練を行う。 

 今後の同種事故等の再発防止及び被害の軽減に役立つ事項として、

次のことが考えられる。 

・船長又は作業指揮を行う者は、夜間の入港作業時、人員の所在に

不安を感じた場合、トランシーバー等を活用して速やかに所在を

確認すること。 

・乗組員は、暴露甲板上で係留作業等を行う場合、救命胴衣を着用

すること。 
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付図１ 事故発生経過概略図 
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写真２ 船橋（操船位置）から舷門の見え具合  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真３ 舷門とハッチの位置関係        写真４ ハッチ高さ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

舷門 

舷門の位置 
（死角） 当時は船倉ハッチが 

閉鎖された状況 

９０cm 


